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＜相談事例＞                             

◆「給付金を振り込むために、金融機関口座番号を入力するように」と市役 

所を名乗った SMSが来た。不審だ。（７０代女性） 

 

【アドバイス】 

●現時点で市や総務省が、特別定額給付金のために、 

住民の世帯構成や生年月日、銀行の口座番号を電話や郵便、 

メールで問い合わせることはありません。 

 

●特別定額給付金に関して、 

ＡＴＭの操作をお願いすることはありません。 

 

●市や総務省が、特別定額給付金の給付のため、 

手数料の振込みを求めることはありません。 

 

●特別定額給付金の給付を装った不審な電話等があった場合は、

最寄りの警察署や消費生活センターへ連絡してください。 

    

令和２年 4月から相談窓口の体制を変更しました。 

門司、若松、八幡東各窓口の面談による相談は事前予約が必要となります。 

予約電話および電話での相談は、戸畑相談窓口☎８６１－０９９９へ。 

 

戸 畑【ウェルとばた７Ｆ】           ☎８６１－０９９９ 

小倉北【小倉北区役所西棟１Ｆ】         ☎５８２－４５００ 

小倉南【小倉南区役所３Ｆ】           ☎９５１－３６１０  

        八幡西【八幡西区役所コムシティ４Ｆ】   ☎６４１－９７８２ 

消費者ホットライン☎１８８
い や や

（あなたの地域の消費生活センターにつながります。） 

★7月 1日から、全国の小売店でレジ袋が有料化されます。家計と資源の節約のため、  

買い物時にはマイバッグを持参しましょう。 

みもりん 
まもりん  


